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答 申 

 

１ 審査会の結論 

  四日市市長（以下「実施機関」という。）が、令和元年９月２６日付け道管第１５

１号－６で行った行政情報部分開示決定は、妥当である。 

 

２ 審査請求の趣旨 

  本件審査請求の趣旨は、以下のとおりである。 

開示請求人が四日市市情報公開条例（平成１２年四日市市条例第６３号。以下「条

例」という。）に基づいて令和元年８月２３日受付で行った「四日市足見川メガソー

ラー（太陽光発電）計画における道路工事施行承認申請書および添付書類（位置図、

平面図、構造図、縦横断図、現況写真、地元説明報告書）一式」の開示請求に対し、

実施機関が審査請求人（開示請求者ではない者。）の情報が記録されている令和元年

９月２６日付けで行った行政文書部分開示決定について、条例第１３条第１項に規

定する第三者である審査請求人が取消しを求めるものである。 

 

３ 審査請求人の主張要旨 

  審査請求人が審査請求書、反論書で主張した内容の要旨は、次のとおりである。 

（１）開示される予定の情報は企業の事業活動に係る情報であり、土地利用計画図及

び排水計画平面図が企業の機密情報にあたり、開示された情報により事業に対す

る干渉、妨害等を受ける恐れがある。この事業に対する干渉、妨害等については、

情報が公開されることにより必ず被害が想定されることまでは必要ではなく、そ

の被害が大きいことに鑑みて、被害の可能性があれば足りる。 

   そして、予想される具体的な妨害行為としては、①開示情報から、本発電所の

資産規模、事業規模を推定され、別の事業者又は競争する事業者より事業又は事

業会社の買収の動きをされる可能性がある。②開示情報から、本発電所の金融機

関からの融資規模、時期、状況、金融機関を推定され、本事業を反対する者又は

本事業の買収を意図する者が金融機関に働きかけて、融資の妨害を受ける可能性

がある。③開示対象文書に記載された事業用地は、既に権利確保のための関連契

約は締結済みであるが、所有権移転登記が未了である土地情報も含まれており、
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開示情報から当該土地の地権者を推定され、本発電事業を反対する者又は本事業

の買収を意図する者が当該土地の地権者に対して売却阻止等のための働きかけが

なされる可能性がある。④開示情報から、本事業に係るコンサルタント・エンジ

リアニング会社、設計・施工業者、協力者、契約先等を推定され、本発電事業を

反対する者又は本事業の推進を妨害する意図のある者がその業務を阻害する圧力

を加えたり、活動の妨害が行われる可能性がある。⑤開示情報から、発電所内の

造成の位置、設備の設置予定位置を推定され、本事業を反対する者が工事の障害

物の設置等、また稼働開始の後は発電の障害物を設置する等の妨害行為に利用さ

れる可能性がある。 

（２）土地利用計画図は、事業地の敷地並びに事業計画の判る土地の利用計画を示す

ものである。本図面により設備設置の範囲、構内道路、構内水路の位置が明確と

なり、発電所への第三者の侵入、盗難、設備の損壊（妨害活動）等に利用される

虞がある。発電所の保安上の理由で本図は不開示とするか、土地利用計画の情報

を除いた範囲での開示を要求する。その条件で開示された情報は平面図と同じ内

容になる。今回の開示の目的は、道路工事施行承認図の内容の開示であるため、

土地利用計画部分は道路工事施行とは関わりのない内容である。平面図を参照す

れば、目的は達せられると考える。 

   また、開示請求者は、道路工事施行承認申請の添付書類がどのようなものか把

握して開示請求をしているわけではない、そのため、道路行政として必要な範囲

で開示をすればよい。 

（３）排水計画平面図は、事業地の敷地並びにその施設の詳細情報である。それをも

って第三者の侵入、盗難、設備の損壊（妨害活動）等に利用される恐れがある。

今回の開示の目的は、道路工事施行承認申請図の内容の開示であるため、それに

関係のない部分（工事対象の道路部とその両側の水路を除いた施設（構内道路、

構内水路等）部分）は消して開示されることを求める。 

（４）写真については、審査請求人所有地について開示することに異議はないが、第

三者所有地が写っている可能性がある。第三者所有地が写っている写真を開示す

ることはクレームを受ける可能性がある。第三者所有地と審査請求人所有地の判

別は困難と思われるため、不開示とすることを求める。  

（５）地元協議報告書は不開示とすることを求める。本報告書は審査請求人が作成、

発行した文書ではない。地元住民の意思を反映した自治会の発行文書であり、四
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日市市にのみ提出するという前提で発行されたもので、第三者に開示する意思は

ないものである。また、本文書が開示されることにより、自治会の会長、役員、

住民の方々に不利益（反対者からの抗議、非難、中傷等）を受ける可能性がある。 

（６）開示される情報の中には、設計業者名、施工業者名、メーカー名（含む機種名）

が含まれており、それらの本事業に協力しているという企業活動内容の開示とな

る。地元の方々は知っていることだが、地元の方々以外の方は知らないものであ

る。この情報がそれらの業者、メーカーの競合者、利益相反者の知る所になれば、

それら業者、メーカーの企業活動に不利益になる（業務を阻害する圧力を加えた

り、電話、ビラ、手紙、宣伝活動等で企業活動への妨害等が行われるおそれ）が

あるので、個人名だけでなく、会社名も含めて不開示とすることを要求する。こ

れまでの事実として、電力会社に本事業に反対する某団体より複数回の電話が入

り契約を解約することを要求している。 

４ 実施機関の主張要旨 

  実施機関が弁明書及び口頭による意見陳述で主張した内容の要旨は、次のとおり

である。 

（１）本件行政情報は機密情報であるとはいえない。また、本件行政情報が開示され

ることにより、審査請求人が事業に対する干渉、妨害等を受けるおそれは抽象的

なものであり、具体的に事業への妨害等を疎明する証拠もない。 

（２）土地利用計画図が開示されることで発電所への第三者の侵入、盗難、設備の破

壊等に利用されるおそれがあるとのことだが、設備の周囲をフェンスで囲う、防

犯カメラを設置する等の物理的な手段で対応すべきである。当該行政情報を開示

することで盗難等のおそれがあるとはいえない。 

   また、土地利用計画部分、構内道路、構内水路等が道路工事施行と関わりのな

い内容であったとしても、開示請求者との行政情報の特定作業の中で、道路工事

施行承認申請書に添付されている文書をすべて開示することを求めており、行政

情報の開示請求が「四日市足見川メガソーラー（太陽光発電）計画における道路

工事施行承認申請書および添付書類一式」とあるため、開示の対象となる。 

（３）自己所有地以外の土地が写っていた場合に第三者からクレームを受ける可能性

という事由は不開示理由には該当しない。また、第三者の土地が写っている場合

であっても、土地の状況等は航空写真や現地で誰でも見れるものであり、公とな

っているため、不開示によって保護すべき対象からは外れる。 
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（４）自治会長については、当該地域の住民等によって組織される親睦、共通の利益

の促進、地域自治のための任意団体・地縁団体（自治会）の代表者であると解さ

れ、一定の公益性を有する者であると考えられることから、本市においては、「慣

行」（条例第７条第２項第２号ア）として、自治会長の氏名は開示を行っている。 

（５）設計業者名、施工業者名、メーカー名を開示されることが、企業活動の不利益

となるおそれは抽象的なものであり、具体的に事業への妨害等を疎明する証拠も

ない。 

 

５ 審査会の判断 

（１）基本的な考え方 

条例の目的は、市民の知る権利を尊重し、行政情報の開示を請求する権利につ

き定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、市民による参加

の下、市民と市との協働により、公正で民主的な市政を実現するというものであ

る。 

   したがって、当審査会における具体的事案の審理に際しては、情報公開の趣旨

を尊重し、条例を厳正に解釈して、審議するものである。そして、当審査会は、

審査請求人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、次のとおり判断する。  

（２）条例第７条第２項第３号（法人情報）の意義について  

   本号は、法人等又は事業を営む個人の適正な事業活動の自由を保障する必要が

あることから、公にすることにより法人等又は個人の事業上の地位その他正当な

利益が害されると認められる情報を不開示と定めている。 

   この点、「正当な利益を害すると認められるもの」とは、開示することにより、

法人等又は事業を営む個人の事業活動上の正当な利益を明らかに侵害する情報を

いい、これに該当する情報の典型としては、生産技術上や営業販売上のノウハウ

に関する情報、経営方針、経理、人事等の内部管理に関する情報、社会的評価、

社会活動の自由等が損なわれる情報などがある。開示請求に係る情報が「正当な

利益を害すると認められる」情報に該当するか否かは、当該情報の内容はもとよ

り、法人等又は事業を営む個人の性格、規模、事業内容等に留意しつつ、開示す

る場合の不利益の有無等について個別具体的に慎重な調査・検討を行い、客観的

に判断する必要があるものと解される。そして、「正当な利益を害すると認められ

る」には、抽象的な可能性では足りず、正当な利益を害する蓋然性が客観的に認
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められることが必要である。 

（３）条例第７条第２項第３号（法人情報）の該当性について 

  ア 法人の「正当な利益を害すると認められる」か否かについて  

   審査請求人は、本件行政文書のうち、排水計画平面図、土地利用計画図が審査

請求人や関連会社の事業活動に係る機密情報であって、当該文書を公開すること

により事業又は事業会社の買収の動きをされる可能性があること、本事業を反対

する者又は本事業の買収を意図する者が金融機関に働きかけて、融資の妨害を受

ける可能性があること、開示情報から当該土地の地権者を推定され、本発電事業

を反対する者又は本事業の買収を意図する者が当該土地の地権者に対して売却阻

止等の為の働きかけがなされる可能性があること、本事業に係るコンサルタン

ト・エンジニアリング会社、設計・施工業者、協力者、契約先等を推定され、本

発電事業を反対する者又は本事業の推進を妨害する意図のある者がその業務を阻

害する圧力を加えたり、活動の妨害が行われる可能性があること、本事業を反対

する者から工事の障害物の設置等、また稼働開始の後は発電の障害物を設置する

等の妨害行為に利用される可能性があり、条例第７条第２項第３号に該当すると

主張する。 

   しかし、審査請求人の事業は数年前から準備されてきたものであり、四日市市

議会にて事業活動（足見川メガソーラー事業）に対し議員から質疑がされたこと

があること、同議会にてメガソーラーを規制する請願が採択されていること、縦

覧されていた三重県の環境影響評価書にて事業内容等が明らかになっていること、

四日市市議会での質疑や請願、三重県の環境影響評価の内容について新聞等のメ

ディアで取り上げられていること、審査請求人から事業対象地の近隣住民への説

明会が行われていることを考慮すると、審査請求人が主張するような事業活動を

阻止する活動が行われる可能性があれば、本件行政文書を開示する以前から何ら

かの阻止行動が行われる、もしくはその端緒が伺われるものと思われるが、審査

請求人からは事業活動を阻止する具体的な行動についての主張や疎明する資料の

提出は行われていない。そのため、本件行政文書を公開することにより審査請求

人の「正当な利益を害する」と認められる蓋然性があるということはできない。 

   なお、請求人は業務の遂行を妨害される可能性があることを裏付ける事実とし

て、審査請求人が売電を行う先の中部電力に本事業に反対する某団体より複数回

の電話が入り契約を解約することを要求していると主張しているが、その時期及
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び内容、団体が不明瞭であり、そのことを疎明する資料もない。よって、当審査

会に提出された書面から審査請求人が主張するような業務の遂行を妨害される可

能性があるとまではいえない。 

 イ 第三者の侵入、盗難、設備の損壊等のおそれについて  

   審査請求人は、本件行政文書が開示されることにより、事業地への第三者の侵

入、太陽光パネルの盗難、設備の損壊等のおそれを主張するが、そのような犯罪

行為が行われることを伺わせる具体的な主張や疎明する資料の提出は行われてい

ない。また、本件行政文書を開示することで事業所内に侵入された際、構内道路、

構内水路等の位置が分かっていれば、侵入者が容易に移動できると主張するが、

本件事業所は屋外施設であり、構内道路や構内水路は敷地外から目視できる状況

であり、本件行政文書の開示によって侵入行為を誘発したり、侵入後の移動が容

易になるということはできない。 

   よって、本件行政情報の開示により第三者の侵入等が行われるおそれがあると  

まではいえない。 

 ウ 現況写真、地元説明報告書について  

   現況写真、地元説明報告書については、審査請求人は反論書にて積極的に争わ

ない旨の主張がなされている。 

（４） 結論 

以上のことから、「１ 審査会の結論」のように判断する。 

 

６ 審査会の処理経過 

年 月 日 処  理  内  容 

令和元年１２月２５日 ・諮問書受理 

令和２年１月１５日 ・実施機関の口頭による意見陳述及び審議（令和元年

度第４回審査会合議体） 

令和２年２月１８日 ・審議（令和元年度第５回審査会合議体） 

令和２年３月４日 ・答申 

 

 経緯（参考） 

 令和元年８月２３日 行政情報開示請求 

 令和元年９月２６日 行政情報部分開示決定 
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 令和元年１０月２３日 審査請求 

 令和元年１１月１９日 弁明書 

 令和元年１２月１９日 反論書 

 


